
全市民の命を守る防災対策 第三の矢

感震ブレーカーを全世帯対象に配布し、

市民の防災意識向上を図ります

大地震発生後の火災の原因として最も多いのは電気（約6割）で、ガスの約3倍です。

発災後の出火防止対策について、市内全世帯にPRするため、申請式で感震ブレーカーを配布します。

この事業は、家具転倒防止対策（令和6年度～）・トイレ対策（令和7年度）に続く、

在宅避難推進のための全世帯向け意識啓発事業です。

資料4平和・文化・市民生活（災害への備えの拡充）

令和8年7月

配布開始

そのほか

案内チラシを全戸配布後、申請を受けて無料配布。

市民防災協会での感震ブレーカー受け渡し時には、

必要に応じてそのほかの防災備蓄品も購入できます。

 防災安全部防災課 TEL 0422-60-1821

内容

全世帯を対象とした感震ブレーカー   配布（申請式）

※コンセントタイプ・一括遮断式

※

震度5強以上の

地震を感知

⇩

ブレーカーOFF！


